
佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
九
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
十
一
号
を
加
え
る
。

十

青
少
年
有
害
情
報

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る

環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
青
少
年
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害

情
報
を
い
う
。

十
一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
法
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
を
い
う
。

十
二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備

法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
を
い
う
。

十
三

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
法

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
を
い
う
。

十
四

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

環
境
整
備
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供

事
業
者
を
い
う
。

十
五

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契
約

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
当
該
契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
契
約
を
含
む
。
）
を
い

う
。

十
六

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
及
び
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契
約
の
締
結
の

媒
介
等
を
業
と
し
て
行
う
者
を
い
う
。

十
七

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

環
境
整
備
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
を
い
う
。

十
八

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境

整
備
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。

　

佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 　
　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

 
◎
佐
賀
県
条
例
第
五
十
四
号

 　
　
　

佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
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十
九

携
帯
電
話
端
末
等

携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
を
い
う
。

二
十

媒
介
等

媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
い
う
。

第
十
八
条
の
四
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
護
者
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
活
用
そ
の
他
適
切

な
方
法
に
よ
り
、
青
少
年
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧

し
、
又
は
視
聴
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
の
四
第
二
項
中
「
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
機
能
を
有
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
を

「
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
」
に
、
「
有
害
情
報
」
を
「
青
少
年

有
害
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
青
少
年
有
害

情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
情
報
そ
の
他
青
少
年
が
青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧
し
、
又
は
視
聴
す
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
に

関
す
る
契
約
（
当
該
契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
契
約
を
含
む
。
）
の
締
結

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
が
で
き
る
端
末
設
備
の
販
売
を
業
と
す
る
者

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
が
で
き
る
端
末
設
備
の
販
売

三

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
が
で
き
る
端
末
設
備
の
貸
付
け
を
業
と
す
る
者

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
が
で
き
る
端
末
設
備
の
貸
付
け

第
十
八
条
の
四
第
四
項
中
「
有
害
情
報
」
を
「
青
少
年
有
害
情
報
」
に
改
め
、
同
条
の
次

に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
携
帯
電
話
端
末
等
に
よ
る
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
防
止
措
置
）

第
十
八
条
の
五

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
は
、
携
帯
電
話
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契
約
の
締
結
又
は
媒
介
等
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
契
約

に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
使
用
者
が
青
少
年
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
使
用
者
が

青
少
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役

務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
青
少
年
が
青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧
し
、
又
は
視
聴
す

る
機
会
が
生
じ
る
こ
と
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
及
び

そ
の
内
容
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
青
少
年
の
保
護
者
が
、
過
去
に
同

様
の
事
項
に
つ
い
て
書
面
を
交
付
さ
れ
、
及
び
説
明
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

保
護
者
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契
約
の
締
結
を
す
る
に
当
た
つ
て
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は
、
当
該
契
約
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
使
用
者
が
青
少
年
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
理
由
そ
の
他
規
則
で
定
め

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契
約
（
青
少
年

を
携
帯
電
話
端
末
等
の
使
用
者
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
該
契

約
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
契
約
に
係
る
青
少
年
が
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
の
い
ず
れ
か

早
い
日
ま
で
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
面
又
は
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ

た
事
項
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
へ
の
措
置
）

第
十
八
条
の
六

知
事
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
が
前
条

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
携
帯
電
話
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
行
う
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
青
少
年

有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

役
務
の
提
供
を
受
け
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
青
少
年
の
保
護
者
に
対
し
て
、
質
問
し
、
又

は
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と

き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

勧
告
を
受
け
た
者
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
六
号
中
「
又
は
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
、
第
十
八
条
第
一
項
又

は
第
十
八
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

第
十
八
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
又
は
命
令
し
た
」
を
「
命
令
し
、
又
は
公
表
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
の
営
業
の
場
所

3



附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
定
義
）

第
八
条

こ
の
章
以
下
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
八

略

九

自
動
販
売
機

物
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者

と
客
と
が
直
接
に
対
面
を
す
る
こ
と
が
な
い
状

態
（
物
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
が
電
気
通
信

設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法

律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
を
用
い
て
送
信
さ

れ
た
画
像
に
よ
り
モ
ニ
タ
ー
画
面
を
通
し
て
客

を
確
認
す
る
等
、
直
接
に
対
面
を
す
る
こ
と
が

な
い
全
て
の
状
態
を
含
む
。
）
で
販
売
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
機
器
を
い
う
。

十

青
少
年
有
害
情
報

青
少
年
が
安
全
に
安
心

し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

七
十
九
号
。
以
下
「
青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

環
境
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
を
い
う
。

十
一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務

青
少
年
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
法
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
を
い
う
。

十
二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
法
第
二

条
第
六
項
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

役
務
提
供
事
業
者
を
い
う
。

十
三

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
法
第
二
条

第
七
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
役
務
を
い
う
。

十
四

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提

供
事
業
者

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整

参
考
資
料

佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
係
る
新
旧
対
照
表

（
定
義
）

第
八
条

こ
の
章
以
下
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
八

略

九

自
動
販
売
機

物
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者

と
客
と
が
直
接
に
対
面
を
す
る
こ
と
が
な
い
状

態
（
物
品
の
販
売
に
従
事
す
る
者
が
電
気
通
信

設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法

律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
を
用
い
て
送
信
さ

れ
た
画
像
に
よ
り
モ
ニ
タ
ー
画
面
を
通
し
て
客

を
確
認
す
る
等
、
直
接
に
対
面
を
す
る
こ
と
が

な
い
す
べ
て
の
状
態
を
含
む
。
）
で
販
売
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
機
器
を
い
う
。

改　
　
　

正　
　
　

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改　
　
　

正　
　
　

前

5



備
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
を
い
う
。

十
五

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契

約

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の

提
供
に
関
す
る
契
約
（
当
該
契
約
の
内
容
を
変

更
す
る
契
約
を
含
む
。
）
を
い
う
。

十
六

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提

供
事
業
者
等

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
役
務
提
供
事
業
者
及
び
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
を
業

と
し
て
行
う
者
を
い
う
。

十
七

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整

備
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害

情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
い
う
。

十
八

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー

ビ
ス

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
法

第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

十
九

携
帯
電
話
端
末
等

携
帯
電
話
端
末
又
は

Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
を
い
う
。

二
十

媒
介
等

媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
い

う
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
の
整
備
）

第
十
八
条
の
四

保
護
者
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
活
用
そ
の
他
適
切

な
方
法
に
よ
り
、
青
少
年
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
、
青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧
し
、
又
は

視
聴
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

参
考
資
料

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
の
整
備
）

第
十
八
条
の
四

保
護
者
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
得
ら
れ
る
情
報

に
つ
い
て
一
定
の
条
件
に
よ
り
受
信
す
る
か
ど
う

か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
機
能
を
有
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
活
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
青
少
年
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
第
九
条
第
一
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
情

報
（
以
下
「
有
害
情
報
」
と
い
う
。
）
を
閲
覧
し
、

又
は
視
聴
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
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２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

端
末
設
備
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
青
少
年
の
立
入

り
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
所
に
設
置
さ
れ
、
又
は

青
少
年
が
利
用
で
き
な
い
よ
う
管
理
さ
れ
て
い
る

端
末
設
備
を
除
く
。
）
を
公
衆
の
利
用
に
供
す
る

者
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
の
活
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、

青
少
年
が
青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧
し
、
又
は
視

聴
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
各
号
に
定
め
る

行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
又
は
青
少
年
有
害
情

報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
情
報
そ
の

他
青
少
年
が
青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧
し
、
又
は

視
聴
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

を
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
に
関
す
る

契
約
（
当
該
契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
契
約
を

含
む
。
）
の
締
結

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
が
で
き
る
端
末
設

備
の
販
売
を
業
と
す
る
者

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
接
続
が
で
き
る
端
末
設
備
の
販
売

三

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
が
で
き
る
端
末
設

備
の
貸
付
け
を
業
と
す
る
者

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
接
続
が
で
き
る
端
末
設
備
の
貸
付
け

４

前
三
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
は
、
青
少
年

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
青
少
年
有
害

情
報
を
閲
覧
し
、
又
は
視
聴
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

略
（
携
帯
電
話
端
末
等
に
よ
る
青
少
年
有
害
情
報
の

参
考
資
料

ば
な
ら
な
い
。

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

端
末
設
備
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
青
少
年
の
立
入

り
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
所
に
設
置
さ
れ
、
又
は

青
少
年
が
利
用
で
き
な
い
よ
う
管
理
さ
れ
て
い
る

端
末
設
備
を
除
く
。
）
を
公
衆
の
利
用
に
供
す
る

者
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
機
能
を
有
す
る
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
の
活
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
、

青
少
年
が
有
害
情
報
を
閲
覧
し
、
又
は
視
聴
す
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

プ
ロ
バ
イ
ダ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を

可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
（
電
気
通
信
事
業
法

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
供
す
る
同
条
第
五
号
に

規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
い
う
。
）
又
は
当

該
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
た
め
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供

を
内
容
と
す
る
契
約
（
以
下
「
役
務
提
供
契
約
」

と
い
う
。
）
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は

代
理
を
行
う
者
は
、
役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る

に
当
た
つ
て
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
に
係
る
情
報

そ
の
他
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
は
、
青
少
年

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
有
害
情
報
を

閲
覧
し
、
又
は
視
聴
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

略
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閲
覧
防
止
措
置
）

第
十
八
条
の
五

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

役
務
提
供
事
業
者
等
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
役
務
契
約
の
締
結
又
は
媒
介
等
を
す
る
に

当
た
つ
て
は
、
当
該
契
約
に
係
る
携
帯
電
話
端
末

等
の
使
用
者
が
青
少
年
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認

し
、
使
用
者
が
青
少
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

保
護
者
に
対
し
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
青
少
年
が

青
少
年
有
害
情
報
を
閲
覧
し
、
又
は
視
聴
す
る
機

会
が
生
じ
る
こ
と
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を

記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
及
び
そ
の
内
容
を
説

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
青
少
年
の

保
護
者
が
、
過
去
に
同
様
の
事
項
に
つ
い
て
書
面

を
交
付
さ
れ
、
及
び
説
明
を
受
け
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

保
護
者
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

役
務
契
約
の
締
結
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該

契
約
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
使
用
者
が
青
少

年
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
環
境
整
備
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
と
き

は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
な
い
理
由
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
書
面
を
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事

業
者
は
、
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
な
い
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

接
続
役
務
契
約
（
青
少
年
を
携
帯
電
話
端
末
等
の

使
用
者
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
た
と

き
は
、
当
該
契
約
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
契
約

に
係
る
青
少
年
が
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
の
い
ず

参
考
資
料
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れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
書
面
又
は
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事

項
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事

業
者
等
へ
の
措
置
）

第
十
八
条
の
六

知
事
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
が
前
条
第
一
項
又
は

第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務

提
供
事
業
者
等
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
行
う
た

め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
青
少
年
有
害
情
報

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
携
帯

電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供
を
受
け

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
青
少
年
の
保
護
者
に
対
し

て
、
質
問
し
、
又
は
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
供

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け

た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
勧
告
を
受

け
た
者
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
諮
問
）

第
二
十
六
条

知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
認

参
考
資
料

（
諮
問
）

第
二
十
六
条

知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
と
認
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め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
五

略

六

第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
十
八

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
。

七

略

八

第
十
八
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
い
で
推
奨
し
、
指
定
し
、
解

除
し
、
勧
告
し
、
命
令
し
、
又
は
公
表
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
立
入
調
査
等
）

第
二
十
八
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
す
る
職
員

に
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
調
査
さ
せ
、

又
は
関
係
者
に
資
料
の
提
出
を
求
め
さ
せ
、
若
し

く
は
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
六

略

七

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供

事
業
者
等
の
営
業
の
場
所

２
〜
４

略

参
考
資
料

め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
五

略

六

第
十
七
条
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

七

略

２

知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
い
で
推
奨
し
、
指
定
し
、
解

除
し
、
勧
告
し
、
又
は
命
令
し
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
調
査
等
）

第
二
十
八
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
す
る
職
員

に
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
調
査
さ
せ
、

又
は
関
係
者
に
資
料
の
提
出
を
求
め
さ
せ
、
若
し

く
は
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
六

略

２
〜
４

略

改　
　
　

正　
　
　

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改　
　
　

正　
　
　

前
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